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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

オートケミカル工業会（JACA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本

工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって，JIS K 2234:2006 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 31 年 8 月 19 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS K 2234:2006 によることができる。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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不凍液 

Engine antifreeze coolants 

 
序文 

この規格は 1965 年に制定され，その後 6 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2006 年に行

われたが，その後，使用実態がなくなった 1 種 AF 規格を廃止し，2 種 LLC（LLC はロングライフクーラ

ントの略称）だけを規格として残した。さらにアルミニウム鋳物伝熱面腐食性の規格値変更に対応するた

めに改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，液冷式内燃機関用冷却液（以下，冷却液という。）の凍結防止及び冷却機構の防食用に使用

するエチレングリコールを主成分とする不凍液（以下，不凍液という。）について規定する。ただし，体積

分率 30 %～体積分率 60 %の水溶液の濃度で用いる。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 2401-1 O リング－第 1 部：O リング 

JIS B 7414 ガラス製温度計 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 8372-1 空気圧－空気圧用減圧弁及びフィルタ付減圧弁－第 1 部：供給者の文書に表示する主要

特性及び製品表示要求事項 

JIS C 1602 熱電対 

JIS D 2602 自動車用ウォーターホース 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 


